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Ⅰ 提出案件

１ その他の議案

(１) 条例案

ア 徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正について

（ア）改正の理由

令和５年１０月１０日付けの人事委員会勧告に鑑み、本県の警察職員の給与について改定を行う必要がある。

（イ）改正の概要

ａ 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正

（ａ）給料表の引上げ改定

全ての給料表について、給料月額を引き上げることとした。

・行政職給料表 ：初任給を始め若年層に重点を置き、全世代で引き上げ

・その他の給料表：行政職給料表との均衡を基本に引き上げ

（ｂ）期末手当・勤勉手当の引上げ

１２月期の期末手当の支給割合を「１００分の１２０」から「１００分の１２５」に引き上げることとした。

また、１２月期の勤勉手当の支給割合を「１００分の１００」から「１００分の１０５」に引き上げること

とした。
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（ｃ）期末手当・勤勉手当の配分の均等化

６月期及び１２月期の期末手当の支給割合を「１００分の１２２．５」に配分を均等化することとした。

また、６月期及び１２月期の勤勉手当の支給割合を「１００分の１０２．５」に配分を均等化することとした。

（ｄ）通勤手当の改定

交通機関等利用者に対する運賃等相当額の全額支給の限度額及び運賃等相当額が全額支給の限度額を超えるとき

に加算することとされている「２分の１加算の限度額」に関する規定を廃止することとした。

ｂ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正

（ａ）期末手当の引上げ

１２月期の期末手当の支給割合を「１００分の１６５」から「１００分の１７５」に引き上げることとした。

（ｂ）期末手当の配分の均等化

６月期及び１２月期の期末手当の支給割合を「１００分の１７０」に配分を均等化することとした。

ｃ 施行期日

公布の日（ａ(ｃ)及びｂ(ｂ)については、令和６年４月１日）から施行する。

ａ(ａ)については、令和５年４月１日から、ａ(ｂ)及びｂ(ａ)については、令和５年１２月１日から、ａ(ｄ)に

については、令和５年６月１日から適用する。
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イ 徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

（ア）改正の理由

徳島県地方警察職員の給与に関する条例（昭和２９年徳島県条例第２７号）の一部が改正され、期末手当及び勤勉手当

が改定されることに鑑み、常勤職員の給与との均衡を考慮し、会計年度任用警察職員の期末手当について改定を行うとと

もに、地方自治法等の一部が改正されたことに鑑み、会計年度任用警察職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める

等の必要がある。

（イ）改正の概要

ａ 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の引上げ

１２月期の期末手当の支給割合を「１００分の１２７．５」から「１００分の１３２．５」に引き上げることとした。

期末手当 ６月期 １２月期 年計

月 月 月
現行 1.275 1.275 2.55

月 月 月
改定後 令和５年度 1.275 1.325 2.60

ｂ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等の一部改正に伴う勤勉手当の支給に関する事項を規定

（ａ）会計年度任用警察職員（任期の定めが６月以上の者等に限る。）のうち、６月１日及び１２月１日（以下これら

の日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し勤勉手当を支給することとし、必要な事項を定める。
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（ｂ） この条例の規定によるもののほか、会計年度任用警察職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例によるこ

ととする。（基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用警察職員への支給を除く。）

（ｃ） 勤勉手当の支給開始に鑑み、期末手当の支給については、常勤職員の例によることとする。

期末手当及び勤勉手当 ６月期 １２月期 年計

月 月 月
令和５年度 期末手当 1.275 1.325 2.60
（ 改 正 後 ）

勤勉手当 － － －

計 1.275 1.325 2.60
月 月 月

令和６年度以降 期末手当 1.225 1.225 2.45

勤勉手当 1.025 1.025 2.05

2.25 2.25 4.50計

ｃ その他所要の整備を行う。

ｄ 施行期日

公布の日（ｂ及びｃについては、令和６年４月１日）から施行する。

ａについては、令和５年１２月１日から適用する。


